
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

八
六

◎
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育

成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�
（
平
成
二
六
年
四
月
二
三
日
法
律
第
二
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
一
四
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
田
村
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
次
代
の
社
会
を
担
う

子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理

由
及
び
内
容
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
に
お
け
る
少
子
化
の
進
行
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
の
厳
し

い
経
済
状
況
等
を
踏
ま
え
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
供
が
健
や
か
に
生
ま

れ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
十
年
間
の
集
中
的
、
計
画
的

な
取
り
組
み
に
よ
り
、
仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
る
雇
用
環
境
の
整
備

等
が
一
定
程
度
進
ん
だ
も
の
の
、
い
ま
だ
少
子
化
の
流
れ
は
変
わ
っ
て
お

ら
ず
、
子
供
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
を
さ
ら
に
改
善
し
、

充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
の
親
等
が
就
業
し
、
仕
事
と
子
育
て

を
両
立
し
な
が
ら
経
済
的
に
自
立
す
る
と
と
も
に
、
子
供
が
心
身
と
も
に

健
や
か
に
成
長
で
き
る
よ
う
、
そ
し
て
、
子
供
の
貧
困
対
策
の
た
め
に
も
、

こ
れ
ら
の
家
庭
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
推
進
、
強
化
、
母
子
家
庭
及
び

父
子
家
庭
に
対
す
る
支
援
施
策
の
充
実
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

以
下
、こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

第
一
に
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
有
効
期
限
を
十
年
間
延
長

す
る
と
と
も
に
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
、
届
け
出
義
務
に
つ
い

て
、
対
策
の
実
施
状
況
が
優
良
な
事
業
主
に
対
す
る
特
例
措
置
を
新
た
に

設
け
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
都
道
府
県
等
に
よ
る
母
子
家
庭
等
へ
の
支
援
の
積
極
的
か
つ

計
画
的
な
実
施
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
な
ど
、
母
子
家
庭
及
び
父
子



次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

八
七

家
庭
に
対
す
る
支
援
体
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付
金
等
に
対
す
る
公
課
を
禁
止
す
る
な
ど
、
就
業
や
生
活
へ
の
支
援
を

強
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
父
子
福
祉
資
金
の
創
設
等
、
父

子
家
庭
に
対
す
る
支
援
を
拡
充
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
児

童
扶
養
手
当
と
公
的
年
金
給
付
等
の
併
給
調
整
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
案
の
施
行
期
日
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
と
し
て
い
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
が
、
二
法
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
す
。

御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

二
、衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
三
月
二
七
日
）

○
後
藤
茂
之
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
供
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
有
効
期
限
を
十
年
間
延
長
し
、
一
般
事
業

主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
け
出
義
務
に
つ
い
て
、
優
良
な
事
業
主
に
対
す

る
特
例
措
置
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
題
名
を

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
と
改
め
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭

に
対
す
る
支
援
を
拡
充
し
、
児
童
扶
養
手
当
と
年
金
の
併
給
調
整
を
見
直

す
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

両
案
は
、
去
る
三
月
十
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
四
日
田
村

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
日
質
疑
を
行
い
ま

し
た
。

質
疑
終
局
後
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、
日
本
共
産
党
よ
り
、
差
別
的
取
り

扱
い
禁
止
の
対
象
と
な
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
雇
用
関
係
が
終
了

す
る
ま
で
の
全
期
間
に
お
い
て
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
が
通
常
の
労
働
者

と
同
一
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
等
を

内
容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
両
案
及
び
修
正
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
ま
ず
、

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成

支
援
対
策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
次
い

で
、
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、



次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

八
八

本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
両
案
に
対
し
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一　

非
正
規
雇
用
で
働
く
女
性
の
就
業
継
続
を
促
進
す
る
た
め
、
一
般
事

業
主
行
動
計
画
策
定
に
お
い
て
非
正
規
労
働
者
も
取
組
の
対
象
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
事
業
主
に
対
し
相
談
・
指
導
・
支
援

に
努
め
る
こ
と
。

二　

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
を
上
げ
る
た
め
、
数
値
目
標
の
達
成
に
向

け
た
取
組
を
促
進
す
る
な
ど
、
事
業
主
に
対
し
相
談
・
指
導
・
支
援
に

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備

に
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三　

男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
労

働
時
間
短
縮
対
策
の
た
め
に
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四　

女
性
の
活
躍
促
進
に
か
か
る
取
組
を
促
す
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

支
援
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
等
の
施
策
の
導
入
な
ど
、
実
効
あ

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
五
十
六
号
条
約
の
定
め
る
趣
旨
を
踏
ま
え
、
家
族
的
責

任
を
有
す
る
男
女
労
働
者
が
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
機
会
及
び
待

遇
の
均
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
限

り
家
族
的
責
任
と
職
業
上
の
責
任
の
両
立
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
併
せ
、
事
業
主
に
対
す
る
相
談
・
指
導
・
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

三
、参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
一
六
日
）

○
石
井
み
ど
り
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
次
代
の

社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
次
世
代
育
成
支
援
対

策
推
進
法
の
有
効
期
限
の
延
長
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出

義
務
に
係
る
特
例
措
置
の
創
設
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
に
対
す
る
支

援
の
拡
充
、
児
童
扶
養
手
当
と
年
金
の
併
給
調
整
の
見
直
し
等
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
審
議
し
、
非
正
規

雇
用
労
働
者
が
企
業
の
行
動
計
画
の
対
象
で
あ
る
こ
と
の
周
知
と
届
出
が

な
さ
れ
た
際
の
確
認
の
必
要
性
、
広
く
社
会
に
く
る
み
ん
マ
ー
ク
を
周
知



次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

八
九

す
る
取
組
と
企
業
に
お
け
る
両
立
支
援
の
促
進
、
一
人
親
家
庭
に
対
す
る

支
援
施
策
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性
、
短
時
間
労
働
者
の
待
遇
原
則
を
法
定

化
す
る
意
義
と
待
遇
改
善
に
向
け
た
具
体
的
取
組
、
差
別
的
取
扱
い
禁
止

の
対
象
と
な
る
短
時
間
労
働
者
の
範
囲
の
拡
大
、
短
時
間
労
働
法
制
に
お

け
る
通
勤
手
当
の
位
置
付
け
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、両
法
律
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
一
五
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
非
正
規
雇
用
で
働
く
女
性
の
就
業
継
続
を
促
進
す
る
た
め
、
一
般
事

業
主
行
動
計
画
策
定
に
お
い
て
非
正
規
雇
用
労
働
者
も
取
組
の
対
象
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
事
業
主
に
対
す
る
相
談
・
指
導
・

支
援
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を

一
層
促
進
す
る
た
め
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
在
り
方
な
ど
そ
の
育
児

休
業
取
得
率
の
引
上
げ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
対
策
を
検
討
し
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
を
上
げ
る
た
め
、
数
値
目
標
の
達
成
に
向

け
た
取
組
を
促
進
す
る
な
ど
、
事
業
主
に
対
す
る
相
談
・
指
導
・
支
援

に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
職
場
環
境
の
整

備
に
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
男
女
共
に
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
労
働

時
間
の
短
縮
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
の
た
め
に
有
効
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

五
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
に
関
す
る
計
画
に
定
め
た
目
標
を
達
成
し
た

こ
と
等
の
基
準
を
満
た
し
た
一
般
事
業
主
に
付
与
さ
れ
る
認
定
マ
ー
ク

（
く
る
み
ん
マ
ー
ク
）
の
認
知
度
が
低
い
こ
と
に
鑑
み
、
現
行
の
認
定

マ
ー
ク
及
び
特
例
認
定
制
度
に
基
づ
く
新
た
な
認
定
マ
ー
ク
に
つ
い
て

周
知
徹
底
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
、
一
般
事
業
主
の
更
な
る
取
組
を
促
進

す
る
た
め
、
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
女
性
の
活
躍
促
進
に
係
る
取
組
を
促
す
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
支

援
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
等
の
施
策
の
導
入
な
ど
、
実
効
あ
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七
、｢
家
族
的
責
任
を
有
す
る
男
女
労
働
者
の
機
会
及
び
待
遇
の
均
等
に

関
す
る
条
約
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
百
五
十
六
号
条
約
）」
の
定
め
る
趣
旨
を
踏
ま

え
、
家
族
的
責
任
を
有
す
る
男
女
労
働
者
が
差
別
を
受
け
る
こ
と
な

く
、
機
会
及
び
待
遇
の
均
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と



次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

九
〇

も
に
、
で
き
る
限
り
家
族
的
責
任
と
職
業
上
の
責
任
の
両
立
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
併
せ
、
事
業
主
に
対
す
る
相
談
・
指
導
・
支
援

に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


